
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
政
令
等
の
整
備
に
関
す
る
政

令
案

新
旧
対
照
条
文

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

１

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

５

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
権
利
移
転
等
の
促
進
計
画
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
の
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

７

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

８
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○

国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
土
調
査
の
指
定
の
公
示
）

（
国
土
調
査
の
指
定
の
公
示
）

第
四
条

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
官
報
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事

第
四
条

法
第
五
条
第
五
項
及
び
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
国
土
交
通

項
を
記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
臣
に
あ
つ
て
は
官
報
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
つ
て
は
そ
の
通
常
用
い
る
公

示
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
国
土
調
査
の
指
定
の
公
表
）

（
新
設
）

第
五
条

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
都
道
府
県
知
事
が
通
常
用
い
る

公
表
の
方
法
に
よ
り
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
計
画
）

（
特
定
計
画
）

第
六
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
都
道
府
県
計
画
）

（
都
道
府
県
計
画
）

第
七
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

（
事
業
計
画
）

（
事
業
計
画
）

第
八
条

法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定

第
七
条

法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
作
業
に
要
す
る
費
用
の
総
額

六

第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
作
業
に
要
す
る
費
用
の
総
額

（
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
）

（
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
）

第
九
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
事
業
計
画
の
公
表
）

（
事
業
計
画
の
公
示
）

第
十
条

法
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
都
道
府
県
知
事
が
通
常
用

第
九
条

法
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
都
道
府
県
知
事
が
通
常
用

い
る
公
表
の
方
法
に
よ
り
、
調
査
を
行
う
者
の
名
称
、
調
査
地
域
及
び
調
査
期
間
に

い
る
公
示
の
方
法
に
よ
り
、
調
査
を
行
う
者
の
名
称
、
調
査
地
域
及
び
調
査
期
間
を

つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
土
調
査
の
実
施
の
公
示
）

（
国
土
調
査
の
実
施
の
公
示
）

第
十
一
条

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
国
土
調
査
を
行
う
者
が
国
の
機
関
で

第
十
条

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
国
土
調
査
を
行
う
者
が
国
の
機
関
で
あ

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
官
報
に
よ
り
、
国
の
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

る
場
合
に
お
い
て
は
官
報
に
よ
り
、
国
の
機
関
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

は
そ
の
者
の
通
常
用
い
る
公
示
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
し

そ
の
者
の
通
常
用
い
る
公
示
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
し
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

国
土
調
査
と
し
て
指
定
さ
れ
た
年
月
日
又
は
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
年
月
日

一

国
土
調
査
と
し
て
指
定
さ
れ
た
年
月
日
又
は
事
業
計
画
が
公
示
さ
れ
た
年
月
日

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
国
土
調
査
の
実
施
の
勧
告
に
係
る
事
業
）

（
国
土
調
査
の
実
施
の
勧
告
に
係
る
事
業
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
補
助
金
の
交
付
）

（
補
助
金
の
交
付
）
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第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
経
費
の
負
担
）

（
経
費
の
負
担
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

（
誤
差
の
限
度
）

（
誤
差
の
限
度
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

（
成
果
の
認
証
）

（
成
果
の
認
証
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

（
成
果
の
認
証
の
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
等
の
承
認
）

（
成
果
の
認
証
の
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
等
の
承
認
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
当
該
成
果
に
係
る
測
量
若
し
く
は
調
査
に
つ
い
て
誤

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
当
該
成
果
に
係
る
測
量
若
し
く
は
調
査
に
つ
い
て
誤

り
若
し
く
は
第
十
五
条
に
規
定
す
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

り
若
し
く
は
第
十
四
条
に
規
定
す
る
限
度
以
上
の
誤
差
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

又
は
当
該
成
果
の
写
し
一
部
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
当
該
成
果
の
写
し
一
部
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
成
果
を
認
証
し
た
旨
の
公
告
）

（
成
果
を
認
証
し
た
旨
の
公
告
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

（
成
果
の
認
証
に
準
ず
る
指
定
）

（
成
果
の
認
証
に
準
ず
る
指
定
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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４

第
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
所
管
大
臣
が

４

第
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
所
管
大
臣
が

国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
成
果
の
認
証
に
準
ず
る
指
定
を
し
た
旨
の
公
告
）

（
成
果
の
認
証
に
準
ず
る
指
定
を
し
た
旨
の
公
告
）

第
二
十
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
十
一
条

第
二
十
条

（
略
）

別
表
第
二

基
準
点
の
測
量
の
誤
差
の
限
度
（
第
十
五
条
関
係
）

別
表
第
二

基
準
点
の
測
量
の
誤
差
の
限
度
（
第
十
四
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三

地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
の
測
量
の

別
表
第
三

地
籍
基
本
三
角
点
、
地
籍
基
本
多
角
点
及
び
地
籍
基
本
細
部
点
の
測
量
の

誤
差
の
限
度
（
第
十
五
条
関
係
）

誤
差
の
限
度
（
第
十
四
条
関
係
）

（
略)

（
略
）

別
表
第
四

一
筆
地
測
量
及
び
地
積
測
定
の
誤
差
の
限
度
（
第
十
五
条
関
係
）

別
表
第
四

一
筆
地
測
量
及
び
地
積
測
定
の
誤
差
の
限
度
（
第
十
四
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
五

証
明
書
の
様
式
（
第
二
十
一
条
関
係
）

別
表
第
五

証
明
書
の
様
式
（
第
二
十
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）
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○

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
八
条
第
八
号
の
法
令
の
規
定
）

（
法
第
八
条
第
八
号
の
法
令
の
規
定
）

第
三
条
の
二

法
第
八
条
第
八
号
（
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
三
条
の
二

法
第
八
条
第
八
号
（
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
政
令
で
定
め
る
建
設
工
事
の
施
工
又
は
建
設
工
事
に
従
事
す
る
労
働
者
の
使
用

）
の
政
令
で
定
め
る
建
設
工
事
の
施
工
又
は
建
設
工
事
に
従
事
す
る
労
働
者
の
使
用

に
関
す
る
法
令
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
関
す
る
法
令
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二

二

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
四
条
第

項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
違
反
し

二
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
違

た
者
に
係
る
同
法
第
二
十
六
条

反
し
た
者
に
係
る
同
法
第
二
十
七
条

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

（
閲
覧
所
）

（
閲
覧
所
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

国
土
交
通
大
臣
の
設
け
る
閲
覧
所
に
お
い
て
は
、
許
可
申
請
書
等
（
法
第
十
三
条

２

国
土
交
通
大
臣
の
設
け
る
閲
覧
所
に
お
い
て
は
、
許
可
申
請
書
等
（
法
第
十
三
条

（
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。

（
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
建
設
業
者
に
係
る
も

定
す
る
書
類
及
び
法
第
二
十
九
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
監
督
処
分
簿

の
を
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
建
設
業
者

に
係
る
も
の
を
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
の
設
け
る
閲
覧
所
に
お
い
て
は
、
次
の
書
類
等
を
公
衆
の
閲
覧
に

３

都
道
府
県
知
事
の
設
け
る
閲
覧
所
に
お
い
て
は
、
次
の
書
類
等
を
公
衆
の
閲
覧
に

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
建
設
業
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営

二

国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
建
設
業
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営

業
所
を
有
す
る
も
の
に
係
る
許
可
申
請
書
等
の
写
し
で
国
土
交
通
大
臣
か
ら
送
付

業
所
を
有
す
る
も
の
に
係
る
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
書
類
の
写
し
で
国
土
交
通

を
受
け
た
も
の

大
臣
か
ら
送
付
を
受
け
た
も
の

４

（
略
）

４

（
略
）
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○

権
利
移
転
等
の
促
進
計
画
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
の
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表

（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表

（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整

沿
道
整
備
権
利
移
転
等

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整

沿
道
整
備
権
利
移
転
等

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備

備
に
関
す
る
法
律
第
十

促
進
計
画

に
関
す
る
法
律
第
十
条
の

備
に
関
す
る
法
律
第
十

促
進
計
画

に
関
す
る
法
律
第
十
条
の

条
の
四

五

条
の
四
第
一
項

五

密
集
市
街
地
に
お
け
る

防
災
街
区
整
備
権
利
移

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防

密
集
市
街
地
に
お
け
る

防
災
街
区
整
備
権
利
移

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防

防
災
街
区
の
整
備
の
促

転
等
促
進
計
画

災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

防
災
街
区
の
整
備
の
促

転
等
促
進
計
画

災
街
区
の
整
備
の
促
進
に

進
に
関
す
る
法
律
第
三

関
す
る
法
律
第
三
十
七
条

進
に
関
す
る
法
律
第
三

関
す
る
法
律
第
三
十
七
条

十
六
条

十
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
河
川
管
理
者
が
整
備
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
令
の

（
河
川
管
理
者
が
整
備
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
令
の

規
定
）

規
定
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
に
関
す
る
工
事
を
河
川
工
事
と
み
な
し
て
適
用
す
る
法
第
六

３

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
に
関
す
る
工
事
を
河
川
工
事
と
み
な
し
て
適
用
す
る
法
第
六

条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
）
第
十
二
条
第
四
号

六

国
土
調
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
五
十
九
号
）
第
十
一
条
第
四
号

七
～
十

(

略)

七
～
十

(

略)


